
 

一
般
質
問 

◎
12
月
議
会
で
は
11
人
が 

一
般
質
問
を
行
い
ま
し
た
。 

◎
本
紙
面
で
は
、
私
の
一
般
質
問

に
関
し
て
、
詳
細
に
ふ
れ
て
い

き
ま
す
。 

  

▼
消
防
団
員
等
の 

年
額
報
酬
引
き
上
げ
を 

 

山
﨑
裕
二 

地
域
防
災
力
・
地
域

の
安
全
な
ど
に
お
い
て
、
消
防
団

が
担
っ
て
い
る
中
核
的
な
役
割
や

社
会
的
意
義
と
し
て
、
具
体
的
に

ど
の
よ
う
な
点
が
あ
る
と
考
量
し

て
い
る
か
。 

町
長 

消
防
団
は
消
防
組
織
法
に

も
と
づ
き
、
各
市
町
村
に
設
置
さ

れ
る
消
防
機
関
で
す
。
地
域
に
お

け
る
消
防
・
防
災
の
リ
ー
ダ
ー
と

し
て
、
地
域
に
密
着
し
、
住
民
の

安
心
と
安
全
を
守
る
と
い
う
重
要

な
役
割
を
担
っ
て
い
た
だ
い
て
い

ま
す
。
実
際
、
自
分
の
地
域
は
自

分
た
ち
で
守
る
と
い
っ
た
崇
高
な

理
念
の
も
と
に
、
団
員
の
み
な
さ

ん
は
生
業
を
も
ち
な
が
ら
、
献
身

的
に
が
ん
ば
っ
て
い
た
だ
い
て
い

ま
す
。
火
災
時
に
は
、
京
都
中
部

広
域
消
防
組
合
と
連
携
し
た
消
防

活
動
を
し
て
い
た
だ
い
て
お
り
、

大
雨
、
台
風
等
に
よ
る
災
害
発
生

時
に
出
動
し
て
い
た
だ
き
、
巡
回

や
声
か
け
に
よ
る
避
難
誘
導
、
災

害
発
生
現
場
の
応
急
対
応
を
い
た

だ
い
て
い
ま
す
。
日
常
的
に
も
、

火
災
予
防
啓
発
や
有
事
に
備
え
た

訓
練
を
実
施
し
て
い
た
だ
い
て
い

ま
す
。
こ
う
し
た
取
り
組
み
に
よ

り
、
地
域
住
民
の
安
全
確
保
に
、

大
き
な
貢
献
を
い
た
だ
い
て
い
る

と
認
識
し
て
い
ま
す
。 

山
﨑
裕
二 

町
に
お
い
て
、
目
下
、

消
防
団 

団
員 

階
級
の
者
（
以
下
、

団
員
）
は
何
人
か
。 

課
長 

本
年
４
月
１
日
時
点
で
、

５
９
６
人
で
す
。 

山
﨑
裕
二 

本
年
１
月
18
日
の

消
防
庁
に
よ
る
通
知
「
地
域
防
災

力
の
中
核
と
な
る
消
防
団
の
充
実

強
化
に
つ
い
て
」（
以
下
、
通
知
）

に
お
い
て
、（
人
口
に
も
と
づ
く
）

標
準
的
な
団
員
数
は
、
段
階
補
正

お
よ
び
密
度
補
正
Ⅰ
に
よ
る
補
正

後
人
口
に
も
と
づ
い
た
団
員
数
と

し
て
い
る
。
消
防
費
に
関
わ
る
基

準
財
政
需
要
額
に
つ
い
て
、
単
位

費
用
、
主
要
な
補
正
係
数
の
概
要

と
補
正
後
人
口
お
よ
び
町
に
お
け

る
➁
標
準
的
な
団
員
数
は
何
人
か
。 

ま
た
、
団
員
数
は
、
標
準
的
な

団
員
数
の
約
何
倍
に
な
る
か
。 

課
長 

消
防
費
に
係
る
基
準
財
政

需
要
額
に
つ
い
て
、
ま
ず
単
位
費

用
は
１
万
１
５
０
０
円
で
す
。 

主
要
な
補
正
係
数
と
し
ま
し
て

は
、
人
口
規
模
に
よ
る
ス
ケ
ー
ル

メ
リ
ッ
ト
を
反
映
し
た
段
階
補
正

係
数
、
人
口
密
度
が
低
く
な
る
に

し
た
が
っ
て
行
政
経
費
が
割
高
に

な
る
こ
と
を
反
映
し
た
密
度
補
正

Ⅰ
係
数
が
あ
り
ま
す
。 

ま
た
、
補
正
後
人
口
に
つ
い
て

は
、
測
定
単
位
で
あ
る
令
和
２
年

国
勢
調
査
人
口
１
万
２
９
０
７
人

に
、
段
階
補
正
係
数
１
・
７
８
４

と
密
度
補
正
Ⅰ
係
数
１
・
１
７
１

を
乗
じ
た
２
万
６
９
６
３
人
で
す
。

標
準
的
な
団
員
数
に
つ
い
て
は
、

標
準
団
体
の
団
員
数
４
７
８
人
を
、

人
口
10
万
人
で
除
し
た
数
に
、
補

正
後
人
口
を
乗
じ
た
１
２
９
人
で

す
。 

 

し
た
が
い
ま
し
て
、
団
員
階
級

の
者
の
数
５
９
６
人
は
、
標
準
的

な
団
員
数
１
２
９
人
の
約
４
・
６

倍
に
な
り
ま
す
。 

山
﨑
裕
二 

通
知
で
は
、
消
防
団

の
充
実
強
化
に
向
け
、
今
後
、
特

に
重
点
的
に
取
り
組
ん
で
い
た
だ

き
た
い
事
項
と
し
て
、
年
額
報
酬

等
の
処
遇
改
善
を
掲
げ
て
お
り
、

同
通
知
で
求
め
た
団
員
の
年
額
報

酬
条
例
単
価
を
標
準
額
へ
引
き
上

げ
た
際
の
課
題
を
克
服
で
き
る
よ

う
、
本
年
度
よ
り
、
基
準
財
政
需

要
額
の
算
定
に
お
い
て
、
標
準
額

支
払
団
員
数
を
用
い
た
補
正
係
数

に
関
す
る
規
定
（
密
度
補
正
Ⅲ
）

を
新
設
（
本
年
７
月
26
日
公
布
・

施
行
）
し
、
普
通
交
付
税
に
係
る

地
方
財
政
措
置
を
大
幅
に
拡
充
し

て
い
る
。
そ
の
概
要
は
。 

課
長 

本
年
度
よ
り
、
消
防
費
に

係
る
密
度
補
正
Ⅲ
係
数
が
新
設
さ

れ
ま
し
た
。
団
員
階
級
に
あ
る
者

１
人
あ
た
り
の
年
額
報
酬
標
準
額

３
万
６
５
０
０
円
に
、
被
服
費
な

ど
を
含
め
た
約
５
万
８
千
円
に
つ

い
て
、
標
準
額
支
払
団
員
数
な
ど

を
用
い
た
算
式
に
よ
り
、
算
定
し

た
率
を
反
映
し
た
内
容
に
な
っ
て

い
ま
す
。 

山
﨑
裕
二 

消
防
団
員
等
公
務
災

害
補
償
等
共
済
基
金
負
担
金
と
し

て
、
前
年
度
の
10
月
１
日
現
在
の

消
防
団
員
等
の
条
例
定
員
に
も
と

づ
い
て
、
町
が
拠
出
し
て
い
る
公

務
災
害
補
償
お
よ
び
退
職
報
償
金

の
支
給
に
係
る
掛
金
［
団
員
等
１

人
あ
た
り
１
９
０
０
円
＋
１
万
９

２
０
０
円
］
の
額
は
、
来
年
度
以

降
、
い
く
ら
の
減
と
な
る
か
。 

 

裏
面
も
ご
覧
く
だ
さ
い 

12
月
議
会
（
令
和
４
年
第
４
回
定
例
会
）
は
、
12
月
２
日
（
金
）
か
ら
12
月
16
日
（
金
）
ま
で
の
15
日
間
、

開
か
れ
、
町
職
員
・
会
計
年
度
任
用
職
員
の
給
与
、
町
職
員
の
定
年
延
長
、
常
勤
特
別
職
・
議
会
議
員
の
期
末
手

当
に
関
す
る
条
例
改
正
や
、
町
わ
ち
緑
の
交
流
空
間
施
設
の
設
置
お
よ
び
管
理
に
関
す
る
条
例
、
一
般
会
計
ほ
か

補
正
予
算
、
シ
ル
バ
ー
人
材
セ
ン
タ
ー
に
対
す
る
イ
ン
ボ
イ
ス
制
度
の
適
用
除
外
を
求
め
る
意
見
書
ほ
か
を
審
査

し
ま
し
た
。
な
お
、
審
議
の
概
要
お
よ
び
議
決
結
果
に
つ
い
て
は
、『
議
会
だ
よ
り
』
を
ご
覧
く
だ
さ
い
。 

  

京丹波町議会議員 山﨑ゆうじ 議員活動誌
発行　山﨑 裕二

　〒622-0214

 京丹波町蒲生蒲生野87-2 

山﨑
 ゆうじ

　日々の議員活動をブログで綴っています ☆訪問者数 147万IP-毎月 約1万5000人　472万PV

○TEL・FAX：82-2350

　　  090-5921-7168

kyotanba_gakusha@ybb.ne.jp  ～【町民のみなさん】 と 【町】　その繋がりを架け橋します～

 　議員活動誌　パソコン版も合わせてご覧ください → 検索サイトで 「やまさきゆうじ　京丹波町」 ご検索ください

○メールアドレス：

令和5年
1月発行

第21号



表
面
も
ご
覧
く
だ
さ
い 

 
課
長 
来
年
度
の
消
防
団
員
等
公

務
災
害
補
償
等
共
済
基
金
へ
の
掛

金
支
払
額
は
約
１
７
９
８
万
円
の

予
定
で
、
今
年
度
比
で
１
０
５
万

５
千
円
の
減
額
と
な
る
見
込
み
で

す
。 

山
﨑
裕
二 

町
特
別
職
報
酬
等
審

議
会
に
お
け
る
答
申
や
消
防
団
へ

の
意
見
聴
取
（
ヒ
ア
リ
ン
グ
）
な

ど
を
ふ
ま
え
た
上
で
、
町
消
防
団

員
の
定
員
、
任
免
、
給
与
、
服
務

等
に
関
す
る
条
例
を
改
正
し
、
団

員
の
年
額
報
酬
を
標
準
額
で
あ
る

３
万
６
５
０
０
円
へ
引
き
上
げ
す

べ
き
で
な
い
か
。 

町
長 

本
町
消
防
団
員
の
処
遇
改

善
に
向
け
た
必
要
な
措
置
と
取
り

組
む
べ
き
事
項
に
つ
い
て
の
検
討

を
行
う
た
め
に
、
審
議
会
に
対
し

ま
し
て
、
年
額
報
酬
の
額
の
改
定

に
関
す
る
こ
と
、
ま
た
、
出
動
報

酬
の
支
払
い
に
関
す
る
こ
と
、
そ

し
て
、
そ
れ
ら
の
開
始
時
期
に
関

す
る
こ
と
に
つ
い
て
、
諮
問
を
行

い
ま
し
た
。
今
後
、
審
議
会
か
ら

の
答
申
内
容
を
ふ
ま
え
、
団
員
の

年
額
報
酬
額
改
定
の
有
無
と
改
定

す
る
場
合
の
時
期
を
決
定
し
、
必

要
な
条
例
改
正
を
行
い
た
い
と
考

え
て
い
ま
す
。 

山
﨑
裕
二 

あ
わ
せ
て
、
団
員
よ

り
上
位
階
級
の
班
長
［
年
額
報
酬

条
例
単
価
：
２
万
５
千
円
］
な
ど

に
つ
い
て
も
、
業
務
の
負
荷
や
職

責
な
ど
を
勘
案
し
、
団
員
報
酬 

標

準
額
と
均
衡
の
と
れ
た
額
と
す
べ

き
で
は
な
い
か
。 

部
長 

団
員
の
ほ
か
、
副
分
団
長

と
班
長
に
つ
い
て
も
、
国
が
示
す

標
準
額
を
下
回
っ
て
い
ま
す
。
そ

れ
ら
の
階
級
に
つ
い
て
も
、
審
議

会
で
ご
協
議
い
た
だ
き
ま
し
て
、

答
申
を
い
た
だ
く
予
定
で
す
の
で
、

そ
の
内
容
を
ふ
ま
え
、
改
定
の
有

無
、
額
や
時
期
な
ど
に
つ
い
て
、

決
定
を
し
た
い
と
考
え
て
い
ま
す
。 

 

▼
消
防
団
員
等
へ
の 

出
動
報
酬
創
設
を  

山
﨑
裕
二 

町
に
お
い
て
、
消
防

団
員
等
の
出
動
状
況
（
出
動
の
態

様
、
活
動
時
間
な
ど
）
は
こ
こ
数

年
、
ど
の
よ
う
な
傾
向
に
あ
る
か
。

災
害
以
外
の
出
動
は
ど
の
く
ら
い

の
割
合
を
占
め
て
い
る
か
。 

課
長 

本
年
度
を
含
め
た
直
近
５

年
間
の
年
度
あ
た
り
の
出
動
回
数

は
、
火
災
が
８
～
10
回
、
自
然
災

害
に
よ
る
出
動
が
０
～
５
回
程
度
、

行
方
不
明
者
の
捜
索
が
０
～
１
回

程
度
と
な
っ
て
い
ま
す
。
毎
年
度
、

火
災
で
の
出
動
が
最
も
多
く
、
最

近
５
年
間
の
出
動
の
う
ち
、
77
％

を
占
め
て
い
ま
す
。
自
然
災
害
で

の
出
動
は
18
％
、
捜
索
で
の
出
動

は
５
％
で
す
。 

山
﨑
裕
二 

府
内
26
市
町
村
で
、

水
火
災
、
警
戒
、
訓
練
な
ど
の
職

務
従
事
に
お
い
て
、
年
額
４
千
円

の
費
用
弁
償
と
し
て
い
る
の
は
、

町
と
南
丹
市
の
み
で
あ
る
。
１
回

あ
た
り
の
支
給
で
な
く
、
年
額
の

費
用
弁
償
と
し
た
理
由
は
。 

課
長 

合
併
当
時
の
協
議
に
お
い

て
、
旧
３
町
そ
れ
ぞ
れ
異
な
っ
て

い
ま
し
た
費
用
弁
償
の
支
払
方
法

に
つ
い
て
、
旧
瑞
穂
町
の
支
払
方

法
で
あ
っ
た
年
額
３
千
円
と
し
た

経
過
が
あ
り
ま
す
。
そ
の
後
、
年

額
４
千
円
に
額
を
改
定
い
た
し
ま

し
た
。
年
額
支
給
と
し
て
き
た
理

由
で
す
が
、
年
間
の
団
員
１
人
あ

た
り
の
出
動
実
績
が
３
～
４
回
で
、

１
回
あ
た
り
の
出
動
手
当
を
１
千

円
と
し
、
年
額
４
千
円
と
し
た
経

過
が
あ
り
ま
す
。 

山
﨑
裕
二 

町
に
お
け
る
訓
練
等

出
動
報
酬
に
係
る
基
準
財
政
需
要

額
［
標
準
的
な
団
員
等
の
総
数×

１
回
（
平
均
３
・
５
時
間
）
３
５

０
０
円×

年
10
回
］
と
年
額
費
用

弁
償
総
額
［
年
額
４
千
円×

団
員

等
の
総
数
］
は
。
ま
た
、
そ
の
差

額
は
。 

課
長 

訓
練
等
出
動
報
酬
に
係
り

ま
す
基
準
財
政
需
要
額
は
、
標
準

的
な
団
員
等
の
総
数
１
６
１
人
に

対
し
て
、
約
５
６
４
万
円
で
す
。 

 

ま
た
、
年
額
費
用
弁
償
総
額
は
、

団
員
等
の
総
数
７
１
６
人
に
対
し

て
、
約
２
８
６
万
円
で
す
。 

し
た
が
い
ま
し
て
、
差
額
は
約

２
７
８
万
円
と
な
り
ま
す
。 

山
﨑
裕
二 

本
年
度
よ
り
、
消
防

団
員
等
の
出
動
手
当
は
出
動
報
酬

と
な
り
、
普
通
交
付
税
に
よ
る
措

置
に
加
え
て
、
特
別
交
付
税
に
よ

る
措
置
の
２
本
立
て
と
な
っ
た

（
通
知
よ
り
）。
各
交
付
税
で
措
置

す
る
出
動
の
態
様
と
措
置
の
概
要

（
措
置
率
な
ど
）
は
。 

課
長 

災
害
に
係
る
出
動
報
酬
お

よ
び
費
用
弁
償
に
つ
い
て
は
、
実

績
額
に
応
じ
て
、
特
別
交
付
税
措

置
さ
れ
、
措
置
率
は
０
・
８
で
す
。 

 

ま
た
、
災
害
以
外
に
係
る
出
動

報
酬
お
よ
び
費
用
弁
償
に
つ
き
ま

し
て
は
、
人
口
に
も
と
づ
く
標
準

的
な
額
を
普
通
交
付
税
に
よ
り
措

置
さ
れ
る
こ
と
と
な
っ
て
い
ま
す
。 

山
﨑
裕
二 

近
年
、
災
害
が
多
様

化
・
激
甚
化
す
る
な
か
で
、
出
動

手
当
が
費
用
弁
償
の
ま
ま
で
は
、

団
員
等
に
支
給
す
る
報
酬
は
階
級

ご
と
に
一
律
の
年
額
報
酬
の
み
と

な
る
。
特
別
交
付
税
に
よ
る
出
動

報
酬
措
置
が
新
た
に
創
設
さ
れ
る

目
的
と
し
て
、
ど
の
よ
う
な
背
景

が
あ
っ
た
と
評
価
す
る
か
。 

課
長 

出
動
手
当
が
費
用
弁
償
の

ま
ま
で
は
、
団
員
の
活
動
や
労
苦

に
応
じ
た
報
酬
体
系
に
な
ら
な
い

こ
と
、
ま
た
、
大
規
模
な
災
害
で

複
数
の
市
町
村
に
被
害
が
生
じ
て

い
る
場
合
に
、
同
じ
災
害
に
対
し

出
動
し
て
い
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、

市
町
村
に
よ
っ
て
出
動
手
当
の
額

が
大
き
く
異
な
る
こ
と
を
避
け
る

た
め
に
、
出
動
報
酬
措
置
が
創
設

さ
れ
た
も
の
と
認
識
し
て
い
ま
す
。 

山
﨑
裕
二 

町
特
別
職
報
酬
等
審

議
会
に
お
け
る
答
申
や
消
防
団
へ

の
意
見
聴
取
（
ヒ
ア
リ
ン
グ
）
な

ど
を
ふ
ま
え
た
上
で
、
町
消
防
団

員
の
定
員
、
任
免
、
給
与
、
服
務

等
に
関
す
る
条
例
を
改
正
し
、
費

用
弁
償
か
ら
報
酬
で
の
支
給
と
な

る
よ
う
、
区
分
（
出
動
の
態
様
や

活
動
時
間
な
ど
）
を
設
け
る
な
ど

し
、
標
準
額
で
あ
る
１
日
あ
た
り

８
千
円
を
基
準
と
し
た
出
動
報
酬

に
関
す
る
規
定
を
創
設
す
べ
き
で

は
な
い
か
。 

町
長 

審
議
会
に
対
し
、
出
動
報

酬
の
支
払
い
に
関
す
る
こ
と
、
開

始
時
期
に
関
す
る
こ
と
に
つ
い
て

も
諮
問
を
行
い
ま
し
た
。
今
後
、

審
議
会
か
ら
の
答
申
の
内
容
を
ふ

ま
え
、
団
員
の
出
動
報
酬
の
創
設

の
有
無
、
創
設
す
る
場
合
の
時
期

を
決
定
し
、
条
例
改
正
な
ど
の
必

要
な
手
続
き
を
行
っ
て
い
き
た
い

と
考
え
て
い
ま
す
。 

 
▼
空
き
家
・
空
き
地
の 適

正
管
理
を  

山
﨑
裕
二 

空
き
家
・
空
き
地
を

良
好
な
状
態
で
保
持
し
て
い
く
こ

と
に
関
し
て
は
、
多
数
が
、
連
絡
・

指
摘
後
の
受
動
的
な
対
応
と
見
積

も
る
が
、
町
と
し
て
の
総
括
は
。 

課
長 

隣
接
者
な
ど
か
ら
相
談
を

受
け
た
も
の
に
つ
い
て
、
ま
ず
現

地
を
確
認
し
、
所
有
者
を
調
査
い

た
し
ま
す
。
そ
し
て
、
文
書
な
ど

に
よ
り
、
適
正
管
理
を
促
し
て
い

ま
す
。
特
に
春
先
か
ら
初
秋
に
か

け
、
草
が
繁
茂
す
る
時
期
に
は
、

か
な
り
の
相
談
が
あ
り
ま
す
。
適

正
な
土
地
建
物
の
管
理
に
よ
り
、

良
好
な
環
境
が
保
持
さ
れ
る
よ
う

に
、
引
き
つ
づ
き
、
対
応
に
努
め

て
ま
い
り
ま
す
。 

山
﨑
裕
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不
良
な
状
態
で
、
空

き
家
・
空
き
地
が
放
置
さ
れ
る
こ

と
の
弊
害
に
つ
い
て
、
具
体
的
に

ど
の
よ
う
な
点
が
指
摘
で
き
る
か
。 

課
長 

建
物
の
老
朽
化
に
伴
い
、

部
材
の
崩
落
や
小
動
物
の
棲
み
家

に
な
っ
て
し
ま
う
こ
と
、
ま
た
、

庭
な
ど
の
草
木
の
繁
茂
に
よ
り
、

隣
地
へ
侵
入
し
た
り
、
廃
棄
物
が

不
法
投
棄
さ
れ
や
す
く
な
っ
た
り

す
る
こ
と
な
ど
が
挙
げ
ら
れ
ま
す
。 

山
﨑
裕
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放
置
防
止
に
向
け
た

能
動
的
な
対
応
、
例
え
ば
、
町
外

へ
の
固
定
資
産
税 

納
税
通
知
書

な
ど
の
発
送
時
に
、
啓
発
文
書
や

除
草
な
ど
の
環
境
整
備
委
託
先
を

ま
と
め
た
案
内
チ
ラ
シ
な
ど
を
同

封
し
、
空
き
家
・
空
き
地
の
適
正

な
管
理
を
促
進
し
て
は
ど
う
か
。 

課
長 

該
当
す
る
土
地
・
時
期
な

ど
は
限
定
的
で
す
の
で
、
個
別
に

対
応
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
解
決

を
図
っ
て
い
き
た
い
と
考
え
て
い

ま
す
。 

山
﨑
裕
二 

並
行
し
て
、
例
え
ば
、

東
京
都
足
立
区
や
徳
島
県
松
茂
町

な
ど
に
お
い
て
、
生
活
環
境
の
保

持
を
目
的
に
し
た
条
例
に
も
と
づ

い
て
、
事
業
展
開
し
て
い
る
空
き

地
の
除
草
作
業
委
託
に
つ
い
て
の

調
査
研
究
分
析
な
ど
を
行
い
、
町

民
の
み
な
さ
ん
の
生
活
環
境
の
保

持
に
根
本
的
に
寄
与
す
る
政
策
を

実
施
・
拡
充
し
て
い
く
べ
き
で
は
。 

町
長 

土
地
所
有
者
か
ら
草
刈
り

や
木
の
伐
採
な
ど
を
請
け
負
う
業

者
の
問
い
合
わ
せ
が
あ
り
ま
す
と
、

作
業
の
依
頼
先
を
紹
介
し
ま
す
し
、

相
談
に
対
応
し
て
い
ま
す
。
引
き

つ
づ
き
、
土
地
が
適
正
に
管
理
さ

れ
る
よ
う
に
対
応
に
努
め
て
い
き

た
い
と
考
え
て
い
ま
す
が
、
い
い

方
法
も
あ
る
か
と
思
い
ま
す
。
全

国
の
自
治
体
の
事
例
な
ど
の
研
究

に
つ
い
て
は
、
こ
れ
か
ら
も
余
念

な
く
や
っ
て
い
き
た
く
思
っ
て
い

ま
す
。 

 

 


